


　

本
申
告
は
、
令
和
4
年
分
の
所

得
税
額
お
よ
び
令
和
5
年
度
の
町

道
民
税
額
を
決
定
す
る
重
要
な
申

告
で
す
。
都
合
の
よ
い
会
場
で
忘

れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
所
得

税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
場
合

は
、
町
道
民
税
の
申
告
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

【
申
告
が
必
要
な
方
】　

　

令
和
5
年
1
月
1
日
現
在
、
町

内
に
在
住
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方

①
給
与
所
得
ま
た
は
公
的
年
金
等

の
所
得
以
外
の
所
得（
事
業
、
不

動
産
、
譲
渡
、
一
時
な
ど
）が
あ

る
方

②
給
与
所
得
の
み
の
方
で
、
所
得

か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
く
と
残

額
が
あ
り
、
税
金
が
源
泉
徴
収
さ

れ
て
い
な
い
方
、
ま
た
は
源
泉
徴

収
さ
れ
て
い
る
税
金
が
あ
り
年
末

調
整
を
さ
れ
て
い
な
い
方

③
公
的
年
金
等
の
所
得
の
み
で
、

所
得
か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
く

と
残
額
が
あ
る
方（
年
金
収
入
が

4
0
0
万
円
以
下
で
、
年
金
以
外

の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
方
は
、

確
定
申
告
の
必
要
は
な
い
で
す

が
、
町
道
民
税
の
申
告
が
必
要
な

場
合
も
あ
り
ま
す
）

④
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
の
加
入
者（
加
入

者
の
申
告
に
よ
り
適
正
な
保
険
税

等
の
算
出
を
し
ま
す
。
無
収
入
の

方
や
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
等
の

非
課
税
年
金
の
み
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方
で
も
申
告
を
し
な
け
れ

ば
、
保
険
税
等
の
算
出
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

忘
れ
ず
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
）

　

た
だ
し
、
収
入
が
年
金
ま
た
は

給
与
の
み
の
方
は
申
告
を
す
る
必

要
が
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

【
申
告
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個

　
人
番
号
）の
記
載
が
必
要
で
す
】

 

申
告
を
す
る
際
に
、
申
告
を
す

る
方
や
扶
養
親
族
の
方
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
記
載
、
お
よ
び
申
告
書

を
提
出
す
る
際
は
申
告
者
本
人
の

「
本
人
確
認
書
類
」の
提
示
が
必
要

で
す
。
下
記
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
申
告
に
必
要
な
も
の
】

・
収
入
が
わ
か
る
書
類（
給
与
や

年
金
の
源
泉
徴
収
票
、
収
支
内

訳
書
、
譲
渡
所
得
の
内
訳
書
、

山
林
所
得
収
支
内
訳
書
な
ど
）

・
所
得
控
除
に
関
す
る
書
類（
国

民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書

や
領
収
書
、
小
規
模
企
業
共
済

掛
金
等
控
除
証
明
書
、
生
命
保

険
料
や
個
人
年
金
の
控
除
証
明

書
、
地
震
保
険
料
や
旧
長
期
損

害
保
険
料
の
控
除
証
明
書
、
医

療
費
控
除
の
明
細
書
、
寄
付
金

の
領
収
書
、障
害
者
手
帳
な
ど
）

・
印
鑑（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

・
前
年
の
申
告
書
控
え（

あ
る
場
合
）

※
八
雲
税
務
署
か
ら「
確
定
申
告
の

お
知
ら
せ
」が
届
い
て
い
る
方
は

忘
れ
ず
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
外
交
員
報
酬
や
講
師
報
酬
な

ど
、
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
も
町
道
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す
。

【
還
付
申
告
に
つ
い
て
】

　

確
定
申
告
が
必
要
な
い
方
で

も
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
や
予

定
納
税
を
し
た
税
金
が
納
め
過
ぎ

に
な
っ
て
い
る
、
ま
た
は
年
末
調

整
に
よ
る
所
得
税
の
精
算
後
、
新

た
に
所
得
控
除
を
受
け
る
場
合

は
、
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告

（
還
付
申
告
）に
よ
り
税
金
が
還
付

さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
還
付
申
告
は
既
に
八
雲

税
務
署
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

【
譲
渡
所
得
の
あ
る
方
へ
】

　

譲
渡
所
得
が
あ
る
方
は
八
雲
税

務
署
で
確
定
申
告
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

所
得
税・町
民
税・道
民
税
の

申
告
相
談
が
は
じ
ま
り
ま
す

近
く
の
会
場
で
お
早
め
に

2月16日E

3月14日C

①番号確認書類 および ②身元確認書類

申告書を提出する際は申告者の本人確認が必要です。本人確認は
マイナンバー（個人番号）の確認と身元確認で行います。
それぞれの確認に必要な書類を表にまとめましたので、確認のう
え準備をお願いします。

本人確認書類

マイナンバーカード（個人番号カード）

番号確認書類①

②

＋

マイナンバーカード
をお持ちの方

マイナンバーカード
をお持ちでない方

●通知カード（※）
●住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
（マイナンバーの記載があるものに限ります）
　などのうち、いずれか1つ

身元確認書類
《記載したマイナンバー
　の持ち主であることを
　確認できる書類》

●運転免許証
●公的医療保険の被保険者証
●パスポート　●身体障害者手帳
●在留カード　などのうち、いずれか1つ

申告で使用する
本人確認書類

※「通知カード」は令和２年５月に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載
　されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
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新型コロナウイルス感染症対策のお願い
●会場の滞在時間を短縮するため、申告に必要な書類は、ご自宅で作成し、お持ちください。上記会場が混
雑している場合、未作成の方の申告を当日に受付できない可能性があります。ご自身で作成することが難
しい場合は、税理士への委託をご検討ください。用紙は税務署、役場での配布のほか、国税庁HPから印
刷することができます。
●来所を予定している方は、当日朝に検温をお願いします。発熱など体調不良の症状がみられる場合は、別
の日程・方法での申告をご検討ください。。
●会場内に手指消毒用アルコールを設置しますので、消毒にご協力をお願いします。
●会場内では相談者・同行者など全員のマスク着用をお願いします。

申 告 相 談 日

16日（木）
17日（金）
20日（月）
21日（火）

22日（水）

24日（金）
27日（月）
28日（火）
1日（水）

2日（木）

3日（金）
6日（月）
7日（火）

8日（水）

9日（木）

10日（金）
13日（月）
14日（火）

１０：００～１６：００
10：0０～１5：００
9：3０～16：００
9：3０～20：００

9：3０～20：００

9：3０～１6：００

10：0０～１5：００

10：0０～１2：００

10：0０～１4：００
10：0０～１2：００
10：0０～１6：００

１０：００～１2：００

９：３０～16：００
９：３０～20：００
９：３０～16：００

９:３０～１4:００

９:３０～１6:００
９:３０～１1:3０
14:0０～１6:0０
９:３０～１4:００

９：３０～１5：００
９：３０～１2：００
９：３０～１0：3０
13：0０～１5：００
9：３０～１4：0０

9：3０～１５：００

９：３０～１1：００
13：0０～１5：００
９：３０～１1：００
13：0０～１5：００

9：3０～１5：００

東部生活館

役場2階 第1・2会議室

落部町民センター

栄浜会館

野田生会館
山越中央会館
八雲町民センター

黒岩会館

役場2階 第1・2会議室

相 談 日
八　雲　地　域 熊　石　地　域

熊石相沼和みの家

総合センター

熊石総合支所

泊川児童館

見日生活改善センター
鮎川生活館
平生活改善センター

熊石総合支所

畳岩振興会館
鳴神生活改善センター
西浜振興会館
関内生活改善センター
総合センター
熊石総合支所

受付時間 会　　　　場 会　　　　場 対象地区受付時間

２　
　
　

月

３　
　
　

月

折戸全域
2相沼･3相沼

4相沼･館平
白色漁業
個人事業主・不動産
白色漁業

1泊川・2泊川
3泊川
見日全域
鮎川全域
平全域
根崎全域
雲石全域
畳岩全域
鳴神全域
西浜全域
関内全域
熊石地域（全域）
熊石地域（全域）

・八雲税務署　　　　　　　☎0137－63－2148
・財務課住民税係　　　　　☎0137－62－2114
・熊石総合支所地域振興課　☎01398－2－3111

※八雲税務署での確定申告は、2月16日（木）～3月15日（水）で、受付時間は午前9時～午後4時までとなって
　います（土日祝日を除く）。

申告書は、国税庁HPで作成できます
　国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」で、スマートフォンなどから申告書を作成することができま
す。初めての方でも操作がしやすい画面となっていますので、ぜひご利用ください。
　作成した申告書は、マイナンバーカードとICカードリーダライタまたは、マイナンバーカードの読み取
りに対応したスマートフォンを用意すれば「e-Tax（電子申告）」を利用して提出できます。
　そのほかにも、税務署で発行されたID・パスワード方式での提出、また、印刷して郵送など
により提出することもできます。詳しくは、国税庁HPをご覧ください。

問い合わせ先
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●　給　与　収　入　の　方　●

●　年　金　収　入　の　方　●

公的年金等の収入額が
400万円を超えていますか？

それは20万円を
超えていますか？

年齢は65歳以上ですか？
（昭和33年1月1日以前生まれの方）

年金額が年間で
148万円を超えますか？

公的年金等以外にも
所得がありますか？

所得税の
確定申告が必要です

収入金額や扶養親族
の状況、各種控除合
計額によって町・道
民税の申告が必要と
なる場合があります

申告の必要は
ありません

町・道民税の申告が
必要です

年金額が年間で
98万円を超えま
すか？いいえ

はい

いいえはい

申告が必要かチェックしてみましょう

● 収入のなかった方や遺族年金・障害年金など非課税収入のみの方 ●
次に当てはまる方は、町・道民税の申告書の提出が必要です。
●国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方
●国民年金保険料の免除申請をする方
●各種手続きのため所得証明書・課税証明書が必要な方

年末調整は
行われていますか？

次のうち一つでも該当します
か？
・年末調整以外の給与がある
・その他の所得がある

次のうち一つでも該当しますか？
・給与が103万円以上ある
（2ヶ所以上からもらっている場合は合計額）
・源泉徴収されている

控除に変更がありますか？

それは20万円を
超えていますか？

所得税の確定
申告が必要です

所得税の確定申告
または

町・道民税の
申告が必要です

所得税の
確定申告が
必要です

町・道民税の申告が必要です

申告の必要は
ありません
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医療費通知を全受診者へ送付しています

医療費通知について

　北海道後期高齢者医療広域連合では被保険者の皆さまの医療費総額などについてお知らせする「医療費通
知」を年２回、対象期間に医療機関等を受診したすべての被保険者の皆さまへ送付します。
　医療費通知は、自己負担分を除いた医療費が後期高齢者医療制度から支払われていることを具体的に理解
していただくとともに、健康管理の重要性を意識していただくことで、医療費の適正化、ひいては被保険者
の皆さまの負担軽減を図ることを目的としています。

■医療費通知の活用例
　医療費の推移が把握でき、ご自身の健康状況の把握や健康管理に活用できます。健康診査など、皆さまの
健康増進に役立つ情報としてお知らせします。診療日数等に間違いがないか確認しましょう。

■医療費控除の申告について
　この医療費通知は、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。

■注意事項
　医療機関等の請求遅れや請求内容を審査中のものなど一部の受診記録が記載されていない場合があります。
自己負担額は、医療費助成等を受けている場合など、記載されている金額と実際にご自身が負担された金額
が異なる場合があります。
　この医療費通知は、皆さまの受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではありません。また、
特に手続きなど行っていただく必要はありません。

■発送月・対象診療月

【問い合わせ先】
・北海道後期高齢者医療広域連合　☎011－290－5601
・住民生活課国民健康保険係　　　☎0137－62－2112
・熊石総合支所住民サービス課　　☎01398－2－3111

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度 のお知らせ

発送月

令和5年1月（上旬）

令和5年2月（下旬）

対象診療月

令和4年1月～9月

令和4年10月～12月

令和4年1月

令和4年2月

令和4年3月

受診年月

○○病院

××薬局

△△病院

合　　　　計

医科外来

調剤

医科入院

診療を受けた医療機関名称等 診療区分

1

1

5

日数

18,000

10,000

202,000

230,000

医療費の総額

1,800

1,000

20,200

23,000

15 11,490

11,490

5,400

5,400

自己負担額
回　数 費用額

食事療養・生活療養費
標準負担額

【イメージ図】
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税金の
各種控除に
関する
お知らせ

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

の
た
め
の
確
認
書
発
行
に

つ
い
て

65
歳
以
上
の
方
へ
の
お
知
ら
せ

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

の
発
行
に
つ
い
て

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
や
、
交
付
さ
れ
て

い
な
く
て
も
交
付
基
準
に
準
ず
る

と
認
定
さ
れ
た
方
は
、
確
定
申
告

等
を
す
る
際
に
、
障
害
者
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
町
で
は
、
対
象

者
と
認
定
さ
れ
る
方
や
そ
の
扶
養

者
に
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」を
発
行
し
て
い
ま
す
の
で
、該

当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
す
る
必
要
が
な
い
方
】

　

対
象
者
ま
た
は
そ
の
扶
養
者
が

申
告
の
必
要
が
な
い
場
合
は
申
請

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
対
象
】

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
65
歳
以

上
の
方
で
、
要
介
護
認
定
に
よ
り

要
介
護
1
以
上
と
認
定
さ
れ
て
い

て
、
な
お
か
つ
認
定
資
料（
主
治

医
意
見
書
ま
た
は
認
定
調
査
票
）

で「
寝
た
き
り
」・「
準
寝
た
き
り
」

あ
る
い
は「
重
度
の
認
知
症
」・

「
軽
・
中
度
の
認
知
症
」の
状
態
を

確
認
で
き
る
方
。

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
も

障
害
者
控
除
の
対
象
と
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳

お
よ
び
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
等
を
申
告
時
に
提
出
す
る

と
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
手
帳
と
認
定
書
で
の

区
分（
障
害
者
・
特
別
障
害
者
）

が
異
な
る
場
合
は
、
左
記
ま
で

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
請
窓
口
】

・
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所

　
　
　
　
　

住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　
☎
0
1
3
7
│
64
│
2
1
1
1

 　

お
む
つ
代
が
医
療
費
控
除
の
対

象
と
認
め
ら
れ
る
に
は
、
医
師
の

発
行
し
た「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

が
必
要
で
す
が
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
方
は
、
町
が
交
付
す

る「
お
む
つ
使
用
の
確
認
書
」で
代

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受

け
て
い
る
期
間
が
2
年
目
を
超

え
る
方
、
初
め
て
控
除
を
受
け

ら
れ
る
方
は
、
か
か
り
つ
け
医

療
機
関
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

②
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
者
で
、

主
治
医
意
見
書
で「
寝
た
き
り
」

か
つ「
尿
失
禁
あ
り
」の
状
態
を

確
認
で
き
る
。

【
申
請
窓
口
】

・
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所住

民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　
☎
0
1
3
7
│
64
│
2
1
1
1

令
和
5
・
6
年
度

森
林
整
備
業
務
に
か
か

る
入
札
参
加
資
格
申
請

の
受
付
に
つ
い
て

　

令
和
5
年
度
お
よ
び
6
年
度
に

八
雲
町
が
発
注
す
る
森
林
整
備
業

務
の
入
札
に
参
加
す
る
方
に
必
要

な「
資
格
審
査
申
請
書
」を
次
の
日

程
で
受
け
付
け
ま
す
。

【
受
付
期
間
】

　

2
月
1
日（
水
）〜
28
日（
火
）

【
申
請
に
必
要
な
書
類
】

　

町
Ｈ
Ｐ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

【
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　
農
林
課
林
業
係

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
2
0
3

　

確
定
申
告
の
医
療
費
控
除
の
申

告
手
続
き
に
八
雲
町
国
保
が
発
行

す
る「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」を
添

付
書
類
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
1
月
に
発
行
し
た

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」に
、
前
年

1
月
か
ら
10
月
ま
で
の
医
療
費
の

情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
確
定
申
告
の
際
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　

前
年
11
月
か
ら
12
月
ま
で
の
医

療
費
、
ま
た
は
病
院
等
か
ら
の
請

求
の
遅
れ
で「
医
療
費
の
お
知
ら

せ
」に
記
載
が
な
い
医
療
費
に
つ

い
て
は
、
医
療
機
関
発
行
の
領
収

書
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
前
年
11
月
か
ら
12
月
ま

で
の
医
療
費
が
記
載
し
て
い
る

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」に
つ
い
て

は
、
2
月
下
旬
か
ら
3
月
上
旬
に

発
行
予
定
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
2

国
民
健
康
保
険
か
ら
の

お
知
ら
せ

広報   2月号　6



　八雲町では、令和５年２月１日より国の「出産・子育て応援給付金」を活用し、全ての妊婦や
子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相
談・支援を行う「伴走型相談支援」を行うとともに、出産育児関連品の購入や子育て支援サービ
スの利用等における負担軽減を目的に「経済的支援」を行っています。

⑴令和４年４月以降に妊娠届出を提出した妊婦の方　
　出産応援給付金として５万円（妊婦１人あたり）
⑵令和４年４月以降に出産し、児童を養育する方
　子育て応援給付金として５万円（新生児１人あたり）
※令和４年４月から令和５年１月の間に出産した方は、妊娠届を令和４年３月以前に提出してい
ても、出産応援給付金と子育て応援給付金が合わせて支給されます。
※双子の場合、出産応援給付金５万円、子育て応援給付金10万円となります。
※所得制限はありません。

　対象となる方に申請書等をお送りしますので必要書類を添えて、郵送または窓口【役場５番窓
口：住民生活課児童係】に提出してください。
※妊娠届出・出産時期が令和４年４月から令和５年１月の間の方は申請書と併せてお送りするア
ンケートへの回答が必要です。その他の方は面談が必要です。

※詳細は町ＨＰをご覧いただくか、下記担当係までお問い合わせください。

八雲町
「出産・子育て応援給付金」

について

【問い合わせ先】・給付金支給手続きについて　住民生活課児童係　　　　　　☎0137－62－2112
　　　　　　　　・アンケート・面談について　保健福祉課健康推進係　　　　☎0137－64－2111
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊石総合支所住民サービス課　☎01398－2－3111

支給対象者と給付額

支給方法

《支給のイメージ》

①母子手帳交
付時に面談

②出産応援給付
金申請書の提出

③妊娠７か月頃にアンケー
トを記入（希望者は面談）

④新生児訪問
にて面談

⑤子育て応援給付
金申請書の提出

出産応援給付金
５万円

（妊婦１人あたり）

子育て応援給付金
５万円

（新生児１人あたり）
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【
日
時
】
2
月
28
日（
火
）

午
後
1
時
30
分
〜

【
場
所
】
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ

　
　
　
　
　
　

ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

【
内
容
】

・
令
和
4
年
度
の
取
組
に
つ
い
て

・
障
が
い
者
の
し
お
り
の
改
定
に

つ
い
て

・
八
雲
町
自
立
支
援
協
議
会
専
門

部
会（
子
ど
も
部
会
）の
設
置
に

向
け
て

・
そ
の
他

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
保
健
福
祉
課
障
が
い
者
福
祉
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　
☎
0
1
3
7
―
64
―
2
1
1
1

 

障
害
者
の
日
常
生
活
お
よ
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
の
基
本
指
針
に
基
づ

き
、
八
雲
町
障
害
福
祉
計
画
の
進

行
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
障
が

い
の
あ
る
人
の
地
域
生
活
支
援
に

関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
す
る

た
め
、
自
治
基
本
条
例
に
基
づ

き
、
委
員
を
公
募
し
ま
す
。

【
公
募
人
数
】
2
名
以
内

【
応
募
資
格
】

　

町
内
に
住
所
を
有
し
、
令
和
5

年
4
月
1
日
時
点
で
満
18
歳
以
上

の
方
。

【
任
期
】
2
年
間（
4
月
1
日
〜

　

令
和
7
年
3
月
31
日
）

【
報
酬
】
無
報
酬

【
開
催
回
数
】
年
2
〜
3
回
程
度

【
応
募
方
法
】　

　

住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
電

話
番
号
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
の

事
項
を
申
し
込
み
先
ま
で
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。

【
選
考
方
法
】

　

応
募
資
格
要
件
を
満
た
す
希
望

者
が
募
集
を
上
回
る
場
合
は
、
抽

選
に
よ
り
選
定
し
ま
す
。

【
応
募
期
限
】
2
月
24
日（
金
）

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

・
保
健
福
祉
課
障
が
い
者
福
祉
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　
☎
0
1
3
7
―
64
―
2
1
1
1   

・
熊
石
総
合
支
所

　
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

　
☎
0
1
3
9
8
―
2
―
3
1
1
1

　

E

メ
ー
ル 

　

hoken@
tow
n.yakum

o.lg.jp

八
雲
町
地
域
自
立
支
援
協

議
会
委
員

委員の一部を
公募します

 

森
林
整
備
計
画
は
、
北
海
道
知

事
が
策
定
す
る
地
域
森
林
計
画
の

対
象
と
な
る
民
有
林
を
有
す
る
市

町
村
に
お
い
て
、
森
林
関
連
施
策

等
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
度
、
渡
島
檜
山
地
域
森
林

計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

当
該
計
画
に
適
合
す
る
よ
う
八
雲

町
森
林
整
備
計
画
を
変
更
す
る
た

め
、
広
く
町
民
の
皆
さ
ま
か
ら
意

見
を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
期
間
】
2
月
10
日（
金
）〜

　
　
　
　
　
　
　

3
月
10
日（
金
）

【
提
出
で
き
る
方
】

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

②
住
所
を
有
し
て
い
な
く
て
も
、

八
雲
町
内
に
山
林
を
所
有
し
て

い
る
方

③
町
内
の
事
業
所
で
働
い
て
い
る

方
ま
た
は
学
ん
で
い
る
方

④
町
内
で
活
動
す
る
法
人
、
団
体

※
い
ず
れ
も
年
齢
制
限
は
あ
り
ま

せ
ん
。

【
資
料
の
入
手
方
法
】

①
町
Ｈ
Ｐ
か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　

https://w
w
w.tow

n.yakum
o.

　

lg.jp/life/3/22/85/

②
次
の
場
所
へ
の
備
え
付
け

　

農
林
課
、
熊
石
総
合
支
所
産
業

課
、
落
部
支
所

【
提
出
方
法
・
提
出
先
】

　

意
見
の
提
出
は
、
次
の
い
ず
れ

か
の
方
法
と
し
ま
す
。

①
書
面
の
持
参　
　

　

農
林
課
、
産
業
課
、
落
部
支
所

②
郵
送

〒
0
4
9
│
3
1
9
2

　

八
雲
町
住
初
町
1
3
8
番

　

八
雲
町
農
林
課
林
業
係

③
5
0
1
3
7
│
62
│
2
1
4
9

④
電
子
メ
ー
ル　

　

norin@
tow
n.yakum

o.lg.jp

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
八
雲
町
農
林
課
林
業
係

　
☎
0
1
3
7
―
62
―
2
2
0
3

八
雲
町
森
林
整
備
計
画
変

更
計
画
書（
案
）

パブリックコメント
を募集します

委
員
の
公
募
結
果

○
八
雲
町
都
市
計
画
審
議
会

・
公
募
人
数　
1
名
以
内

・
公
募
結
果　
0
名

○
特
別
職
給
料
審
議
会

・
公
募
人
数　
2
名
以
内

・
公
募
結
果　
0
名

意
見
の
公
募
結
果

○
第
10
期
分
別
収
集
計
画
に
つ

　
い
て

　
　
　
　
以
上
の
結
果　
1
件

○
第
二
期
八
雲
町
教
育
推
進
計

　
画（
後
期
）に
つ
い
て

　
　
　
　
以
上
の
結
果　
0
件
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町
で
は
、
次
代
を
担
う
子
ど
も

た
ち
や
農
漁
業
お
よ
び
商
工
業
の

後
継
者
の
た
め
に
、
奨
学
金
制
度

を
設
け
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
入
学
シ
ー
ズ
ン
を
迎

え
ま
す
が
、
希
望
さ
れ
る
方
は
、

下
記
貸
付
制
度
の
内
容
を
確
認
の

う
え
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
、
奨
学
金
制
度
を

利
用
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
教
育

委
員
会
か
ら
別
途
、
継
続
手
続
き

の
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
学
校
教
育
課
総
務
係

　

1
０
１
３
7
―
63
―
3
1
3
1

・
熊
石
教
育
事
務
所

　

1
０
１
３
9
8
―
2
―
3
1
1
1

町の町の
奨学金貸付制度奨学金貸付制度をを
ご活用くださいご活用ください

町の
奨学金貸付制度を
ご活用ください

【対象者】
　本人または保護者が八雲町に住民
登録をしている者で、高校・高等専
門学校・大学（短大含む）および専修
学校に在学または進学を希望する者
であって成績優秀な者。
【手続き・受付期間】
　３月31日までに教育委員会に願書
を提出してください。願書は、教育
委員会、町内の中学校および高等学
校にあります。

【奨学金】
高校生 10，000円（月額）
高専生 15，000円（月額）
大学生・短大生 20，000円（月額）
専修学校生
　高等課程 10，000円（月額）
　専門・一般課程 20，000円（月額）

※卒業後１年据置10年割賦償還

　有用な人材育
成を目的とし、
向学心に燃え能
力が十分ありな
がら、経済的理
由により就学困
難な高校生・大
学生等に奨学金
を貸し付けする。

【対象者】
　将来、八雲町内で農・漁業の自営
を後継しようとする者で、高校の農
業・水産課程または大学・短大の
農・漁業に関する学部・学科に在学
または進学予定の者。
　また、商工業の後継者で大学・短
大に在学または進学予定の者。
【手続き・受付期間】
　同　上

【奨学費】
高校生・高専生 10，000円（月額）
大学生・短大生 20，000円（月額）

※卒業後に補助を受けた２倍の期間
を八雲町内で自営の農漁業および
商工業に従事した場合は、奨学費
の返還が免除されます。

※上記の期間を満たさなかったな
ど、返還が生じる場合がありま
す。

　八雲町におけ
る農漁業および
商工業の振興を
目的として、後
継者の育成、確
保を図るため、
奨学費を補助す
る。

対象者・手続き・受付期間目　　的項目 種 類 お よ び 金 額区分

高

等

学

校
・
大

学

関

係

奨
学
金
貸
付
制
度

農
漁
業
お
よ
び
商
工
業
後
継
者

養
成
奨
学
費
補
助
制
度

町営住宅入居者募集
【八雲地域】

※家賃は、入居者の収入により家賃欄の範囲内の金額で決まります。
※浴室欄に「風呂場」とある場合は、浴槽、風呂釜等は入居者が用意する住宅もあります。
□詳しくは、建設課管理係または熊石総合支所地域振興課までお問い合わせください。
□申し込みは、八雲地域、熊石地域ともに2月15日（水）までに、町営住宅入居用の所得証明書および住民票を添付し、
　町営住宅入居申込書および個人情報の収集に関する同意書を提出してください。

【熊石地域】 公営住宅の空き部屋を支障のない限り「みなし特定公共賃貸住宅（収入要件などを特定公共賃貸住宅まで拡大した住宅）」として入居が可能です。

団　　地　　名 建築年度募集戸数 構造・間取・面積 家　　賃 浴　室

団　　地　　名 建築年度募集戸数 構造・間取・面積 浴　室家　　賃

14,600円
16,600円
22,500円
12,400円
12,600円
21,500円

16,600円
24,700円
33,500円
18,500円
18,800円
32,000円

～
～
～
～
～
～

S51
R4
R4
S52
S53
H13

1
1
1
1
3
1

風呂場
ユニットバス
ユニットバス
風呂場
風呂場

ユニットバス

１棟6戸2階建 3DK 61.38G
１棟4戸平屋建 1LDK 48.14G
１棟2戸平屋建 2LDK 65.33G
１棟4戸2階建 3DK 63.86G
１棟6戸2階建 3DK 63.86G
１棟１4戸重ね建（2F） 2LDK 106.42G

出雲町Ｂ団地（出雲町60－126）
出雲町Ｄ団地（出雲町60－31）
出雲町Ｄ団地（出雲町60－31）
野田生団地（野田生463－1）
野田生団地（野田生463－1）
落部団地（落部839－2）

H14他
S60他
S57他
H8他

4
2
3
5

ユニットバス
風呂場
風呂場

ユニットバス

１棟8戸重ね建（2Ｆ） 2LＤＫ 59.31G
１棟4戸重ね建（1Ｆ） 3LＤＫ 62.19G
１棟4戸重ね建（2F） 3LＤＫ 62.19G
１棟１０戸重ね建（2F） 3LDK 75.01G

16,000円
15,400円
14,200円
21,900円

～
～
～
～

23,900円
22,900円
21,100円
32,700円

折戸団地（熊石折戸町99－1）
相沼団地（熊石相沼町29－3）
根崎団地（熊石根崎町400－1）
雲石団地（熊石雲石町243－1）
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こ
れ
か
ら
の
季
節
は
、
特
に
感

染
症
が
流
行
す
る
た
め
、
肺
炎
に

か
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
肺
炎

予
防
に
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
効
果

的
で
す
。

　

昨
年
4
月
に
、
今
年
度
助
成
対

象
者
の
方
に
個
別
通
知
を
し
て
い

ま
す
が
、
助
成
期
限
は
3
月
31
日

（
金
）ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
書
類
を
紛
失
さ
れ
た
方

は
、
再
発
行
し
ま
す
の
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

【
令
和
４
年
度
対
象
者
】

①
令
和
４
年
度
中
に
、
次
の
表
に

記
載
の
年
齢
に
な
る
方

②
予
防
接
種
実
施
日
に
60
歳
以
上

65
歳
未
満
の
方
で
、
身
体
障
害

者
手
帳
1
級（
心
臓
、
腎
臓
、

も
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
ま
た

は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
免
疫
の
機
能
障
が
い
に
限

る
）の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

※
過
去
に
1
回
で
も
肺
炎
球
菌
ワ

ク
チ
ン（
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
）

の
接
種
を
受
け
た
方
は
助
成
の

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
今
年
度
対
象
者
で
、
町
外
医
療

機
関
で
接
種
さ
れ
た
方
の
償
還

払（
払
戻
）申
請
の
期
限
は
、
4

月
7
日（
金
）ま
で
と
な
り
ま

す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　
☎
0
1
3
7
│
64
│
2
1
1
1

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

　
☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

昭
和
32
年
4
月
2
日
〜
昭
和
33
年
4
月
1
日

昭
和
27
年
4
月
2
日
〜
昭
和
28
年
4
月
1
日

昭
和
22
年
4
月
2
日
〜
昭
和
23
年
4
月
1
日

昭
和
17
年
4
月
2
日
〜
昭
和
18
年
4
月
1
日

昭
和
12
年
4
月
2
日
〜
昭
和
13
年
4
月
1
日

昭
和
7
年
4
月
2
日
〜
昭
和
8
年
4
月
1
日

昭
和
2
年
4
月
2
日
〜
昭
和
3
年
4
月
1
日

大
正
11
年
4
月
2
日
〜
大
正
12
年
4
月
1
日

65
歳

70
歳

75
歳

80
歳

85
歳

90
歳

95
歳

1
0
0
歳

年　

齢

生　

年　

月　

日

高
齢
者
等
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種

は
お
済
み
で
す
か
？

令和4年度助成対象者

【申込・問い合わせ先】子育て支援センター  10137－62－2573

子育て支援センターからお知らせ

2月の『ホッとサロン』を開きます

〇学校へ行きたくない、休みがち
〇他の子とうまくなじめない
〇進路のことが心配
○家族の理解の悩み　など
　ひとりで悩まずお話しませんか？
　初めての参加で不安な方はご連絡ください。
【日時】2月17日（金）午後6時30分～8時
【場所】子育て支援センター
【対象】保護者、学校関係者、支援者
【申込期限】2月16日（木）

※ご利用の際には、検温をしてから来館し、不織布マスク着用を忘れずにお願いします。
※館内は消毒、換気を行っています。
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軽自動車に関する手続きについて

〈
広
告
〉

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
渡

し
す
る
ま
で
約
１
ヵ
月
半
程
度

か
か
り
ま
す
の
で
、
余
裕
を

も
っ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
】

・
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
2

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

　
☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

・
落
部
支
所

　
☎
0
1
3
7
│
67
│
2
2
3
1

「
や
く
も
生
活
応
援
券
」

の
使
用
期
限
が
迫
っ
て

い
ま
す

　

混
雑
緩
和
の
た
め
予
約
制
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
開
設
場
所
】

・
役
場
1
階
ロ
ビ
ー

・
熊
石
総
合
支
所

・
落
部
支
所

【
開
設
日
時
】

　

毎
週
水
曜
日（
平
日
の
み
）

※
役
場
1
階
ロ
ビ
ー
の
み
水
・
木

曜
日
に
開
設
し
ま
す
。

　

午
前
9
時
〜
11
時
30
分

　

午
後
2
時
30
分
〜
4
時
30
分

【
必
要
な
も
の
】

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

（
お
持
ち
の
方
）

・
本
人
確
認
書
類（
写
真
付
き
の

身
分
証
明
書
１
点
ま
た
は
写
真

の
無
い
身
分
証
明
書
２
点
）

・
通
知
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
）

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持

ち
の
方
）

【
そ
の
他
】

・
開
設
す
る
前
日
ま
で
の
開
庁
日

に
電
話
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
予
約
は
先
着
順
で
受
付
し
ま

す
。
申
し
込
み
人
数
が
定
員
に

達
し
た
場
合
は
お
断
り
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

・
夜
間
休
日
の
開
設
日
時
は
町
Ｈ

Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　所有者等の変更、廃車（破棄、譲渡、転出など）の手続きが行われていない軽自動車は、引き続き賦
課期日である4月1日の登録に基づき軽自動車税（種別割）が課税されます。
　また、納税通知書を滞りなく受け取るために登録事項（住所、氏名、定置場など）に変更があった場
合は、すみやかに変更の手続きをしてください。
【軽自動車税（種別割）の対象となる車両】
　軽四輪車、二輪の小型自動車、軽二輪自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車　など
【注意事項】
　八雲町ナンバーの原動機付自転車および小型特殊自動車は、道路運送車両法に定められていないた
め、一時的に利用しないという理由での廃車手続きはできません。
【手続き先】
・軽四輪車
　軽自動車検査協会　函館事務所　☎050－3816－1764
・二輪の小型自動車、軽二輪自動車など
　函館運輸支局　☎050－5540－2002
・原動機付自転車、小型特殊自動車など
　財務課資産税係、熊石総合支所地域振興課、落部支所
【問い合わせ先】財務課資産税係　☎0137－62－2114

〈
広
告
〉

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て

　
「
や
く
も
生
活
応
援
券
」の
使
用

期
限
は
2
月
28
日（
火
）ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
。
お
手
元
に
ま
だ

使
用
さ
れ
て
い
な
い
応
援
券
を
お

持
ち
の
方
は
、
使
用
期
限
ま
で
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
郵
便
局
で
の
保
管
期
限

が
過
ぎ
た
応
援
券
は
、
現
在
役
場

及
び
熊
石
総
合
支
所
で
保
管
し
て

お
り
ま
す
。
窓
口
に
来
ら
れ
る
方

の
身
分
証
明
書
及
び
印
鑑
を
持
参

の
う
え
、
ご
来
庁
い
た
だ
け
れ
ば

受
け
取
り
が
可
能
で
す
。

【
受
取
場
所
・
問
い
合
せ
先
】

　
住
民
生
活
課
社
会
係（窓

口
6
番
）

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
2
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　北海道では、道民の方々の地震に対する不安の解消と住宅の耐震改修等を促進するため、戸建て木
造住宅を対象とした無料耐震診断を実施しています。是非、ご活用ください。
【対象住宅】・２階建て以下で延べ床面積が500平方メートル以下の戸建て木造住宅。
　　　　　　・申請者が所有又は居住していること。
　　　　　　・建築年次は問いません。
【診断方法】・現地調査は行いません。
　　　　　　・住宅の図面と申請者からの申し出により診断します。
【申込および診断の実施】
・あらかじめ耐震診断申込書を渡島振興局建設指導課へ郵送またはFAX送信し、事前に受付けを行っ
てください。
・申込書は、北海道建設部住宅局建築指導課のＨＰ「戸建て木造住宅の無料耐震診断のご案内」のサ
イトからダウンロードできます。
・耐震診断は、振興局建設指導課が実施します。
・耐震診断の際は、住宅の図面（仕上げ表、寸法の記入のある各階平面図で筋かい等の位置および仕
様の分かるもの）のコピーを持参してください。
・耐震診断の結果は、後日、お知らせします。
【問い合わせ先】渡島総合振興局建設指導課　☎0138－47－9466　50138－47－9208

地震からわが家を守ろう

戸建て木造住宅の
無料耐震診断の
ご案内

大
規
模
な
土
地
取
引
に

は
、
国
土
利
用
計
画
法

に
基
づ
く
届
出
が
必
要

で
す

　

国
土
利
用
計
画
法
に
規
定
す
る

一
定
面
積
以
上
の
土
地
取
引
を

行
っ
た
と
き
は
、
契
約（
予
約
を

含
む
）締
結
日
か
ら
2
週
間
以
内

に
、
譲
受
人
は
土
地
の
利
用
目
的

及
び
取
引
価
格
等
を
土
地
の
所
在

す
る
市
町
村
に
届
出
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
面
積
の
土

地
の
取
引
を
し
た
場
合
は
、
速
や

か
に
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
提
出
書
類
】

・
土
地
売
買
届
出
書

・
土
地
売
買
等
契
約
書
の
写
し

・
土
地
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た

縮
尺
5
万
分
の
1
以
上
の
地
形

図
・
土
地
及
び
そ
の
付
近
の
状
況
を

明
ら
か
に
し
た
縮
尺
5
千
分
の

1
以
上
の
図
面

・
土
地
の
形
状
を
明
ら
か
に
し
た

縮
尺
2
千
5
百
分
の
1
以
上
の

図
面

【
主
な
留
意
点
】

①
「
一
定
面
積
以
上
」
と
は
、　

・
市
街
化
区
域
…
2
千
㎡
以
上　

・
市
街
化
区
域
以
外
の
都
市
計
画

　

区
域
…
5
千
㎡
以
上

・
都
市
計
画
以
外
の
区
域
…
1
万

㎡
以
上

　

と
な
り
ま
す
。
な
お
、
土
地
一

律
の
面
積
が
小
さ
く
て
も
、
権

利
を
取
得
す
る
土
地
の
合
計
面

積
が
一
定
面
積
以
上
と
な
る
場

合
に
も
、
届
出
が
必
要
で
す
。

②
対
象
と
な
る
土
地
取
引
は
、
所

有
権
、
地
上
権
、
賃
借
権
、
ま

た
は
こ
れ
ら
の
権
利
の
取
得
を

目
的
と
す
る
権
利
の
移
転
ま
た

は
設
定
に
つ
い
て
、
契
約
す
る

場
合
と
な
り
ま
す
。

例
：
売
買
、
譲
渡
担
保
、
代
物
弁

済
、
交
換
、
形
成
権
の
譲
渡
、

現
物
出
資
、
信
託
受
益
権
の
譲

渡
、
地
位
譲
渡
、
第
三
者
の
た

め
に
す
る
契
約
。
こ
れ
ら
の
取

引
の
予
約
で
あ
る
場
合
も
含
み

ま
す
。

③
届
出
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、

６
ヵ
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
１

０
０
万
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
届
出

期
限
が
過
ぎ
た
場
合
で
も
、
届

出
書
の
提
出
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
届
出
書
の
様
式
と
記
載
例
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

　

https://www.town.yakumo.lg.jp/

　

soshiki/seisaku/content1056.html

【
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　
政
策
推
進
課
企
画
係

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
3
0
0

北海道からのお知らせ
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入札（見積合わせ）結果（12月3日～1月13日）1，000，000円以上 （単位：円）

㈱吉川建設

㈱星五産業

㈱神馬組

㈱近藤組

108,152,000

33,066,000

21,824,000

35,266,000

104,830,000

32,054,000

21,164,000

34,166,000

3月22日

3月22日

3月22日

3月22日

建岩橋撤去工事

普通河川ペンケルベシベ川右岸１号護岸災害復旧工事

普通河川ペンケルベシベ川右岸２号護岸災害復旧工事

普通河川鉛川右岸護岸災害復旧工事

請負業者名 予定価格 契約金額 工　期工　事　名（委託業務名）

　北海道知事選挙および北海道議会議員選挙が４月９日に執行される予定です。八雲町選挙管理委員
会では、政治に対する関心を高めるとともに、選挙をより身近に感じていただくため、次のとおり道
知事・道議選挙の「期日前投票立会人」を募集します。
【仕事の内容】
　期日前投票所において、選挙が公正かつ確実に行われていることを確認するため、投票手続きの全
般に立ち会うこと
【応募資格】
　選挙権のある方で、八雲町の選挙人名簿に登録されている方
※選挙人名簿の登録とは、八雲町に住所を持つ満18歳以上の日本国民で、引き続き３ヵ月以上八雲町
の住民基本台帳に登録されている方（八雲町に住んでいる方）です。

【報酬額等】１日9,600円（基準により交通費別途支給）
※報酬額から所得税が差し引かれます。
【申込方法】
１．下記、ＱＲコードから必要事項を入力し、申し込む方法
２．町ＨＰの選管事務局ページからダウンロードした申請書に必要事項を記入し、申し込む方法
３．役場総務課、落部支所、熊石総合支所または熊石総合支所相沼泊川出張所に備え付けの申込書に
　　必要事項を記入し、申し込む方法
【申込期限】２月20日（月）午後５時15分まで（郵送の場合は必着）

  

※期日前投票所の投票立会人は、各日ごとに2人が選ばれます。
（基本１日単位での交代制となりますが、半日単位などのご要望がありましたらご相談ください。）
※①および④は、どちらの期日前投票所立会人になるかは希望できません。
※①および④の選任された方の中から、移動期日前投票所立会人（２名）を依頼します。
※申込者が多数の場合は、抽選で決定します。
【申込・問い合わせ先】選挙管理委員会事務局　☎0137－62－2111

北海道知事選挙および北海道議会議員選挙の
「期日前投票立会人」を募集します

№ 投　　票　　所 立会期間 立会時間 募集人数

① 4名八雲町役場期日前投票所
（②③以外の区域に住所を有する方）

午前8時30分～
午後8時

3月24日
　

4月8日
〜

② 4名落部支所期日前投票所
（落部支所区域に住所を有する方）

午前8時30分～
午後5時

③ 4名熊石総合支所期日前投票所
（熊石総合支所区域に住所を有する方）

午前8時30分～
午後6時

④ 4名八雲町公民館期日前投票所
（②③以外の区域に住所を有する方）

午前8時30分～
午後6時
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■
自
動
車
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
の
が
保
険
で
す
。
自
賠
責
保
険
や
任
意
保
険
、
人
身

傷
害
保
険
の
関
係
に
つ
い
て
、
順
を
お
っ
て
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
自
賠
責
保
険
は
強
制
加
入
で
あ
る
点
が
特
徴
的
で
す
。
自
賠
責
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば

車
検
は
通
り
ま
せ
ん
し
、
未
加
入
の
車
を
運
行
さ
せ
た
場
合
に
は
罰
則
が
あ
り
ま
す
。
こ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
道
を
走
る
自
動
車
は
遍
く
自
賠
責
保
険
に
加
入
し
て
い
る
状
況

を
作
り
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
交
通
事
故
の
被
害
者
救
済
を
漏
れ
な
く
実
現
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
す（
車
検
切
れ
の
車
な
ど
自
賠
責
保
険
に
す
ら
加
入
し
て
い
な
い
車
が
い
る

こ
と
も
事
実
で
す
）。
し
か
し
な
が
ら
、
自
賠
責
保
険
の
補
償
内
容
は
限
定
的
で
す
。
物

損
に
は
適
用
が
な
く
、
人
身
損
害
に
つ
い
て
も
傷
害
が
1
2
0
万
円
ま
で
、
死
亡
が
3
，

0
0
0
万
円
ま
で
、
後
遺
障
害
が
4
，0
0
0
万
円
と
限
定
さ
れ
て
お
り
、
交
通
事
故
訴

訟
で
の
認
容
額
と
比
べ
る
と
足
り
な
い
事
態
も
多
々
発
生
し
ま
す
。

■
こ
の
自
賠
責
保
険
の
補
償
の
隙
間
を
埋
め
る
の
が
任
意
保
険
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
任
意
保

険
が
対
人
対
物
無
制
限
の
補
償
と
な
っ
て
お
り
、
重
大
な
後
遺
障
害
が
残
る
ケ
ー
ス
や
死

亡
事
故
で
も
損
害
を
填
補
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
賠
責
保
険
で
は
隙
間
が
生
じ
る
か

ら
こ
そ
任
意
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
言
わ
れ
る
所
以
で
も
あ
り
ま
す
。

■
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
自
賠
責
保
険
と
任
意
保
険
は
ど
ち
ら
も
自
己
の
賠
償
責
任
を
肩
代
わ

り
す
る
責
任
保
険
で
す
が
、
人
身
傷
害
保
険
は
自
分
自
身
に
か
け
る
も
の
で
性
質
が
全
く

異
な
り
ま
す
。
事
故
の
際
に
は
相
手
方
か
ら
賠
償
が
受
け
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
己

に
保
険
を
か
け
る
こ
と
の
利
点
は
、
無
保
険
車
と
の
事
故
へ
の
備
え
と
、
自
己
の
過
失
割

合
部
分
の
損
害
の
填
補
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。

■
さ
て
、
当
事
務
所
で
は
、
各
種
法
律
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
一
定
の
要
件
を
満
た

す
方
に
つ
い
て
は
、
3
回
ま
で
の
無
料
法
律
相
談
や
、
ご
自
宅
・
入
所
施
設
等
へ
の
無
料

出
張
相
談
も
実
施
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
少
し
で
も
気
に
な
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
お
気
軽
に
ぜ
ひ「
法
テ
ラ
ス
八
雲
法
律
事
務
所（
☎
0
5
0
│
3
3
8
3
│

8
3
6
6
）」ま
で
相
談
予
約
の
お
電
話
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、「
法
テ
ラ
ス
江
差

法
律
事
務
所（
☎
0
5
0
│
3
3
8
3
│
5
5
6
3
）」で
も
、
ご
相
談
を
承
っ
て
お
り
ま

す
の
で
あ
わ
せ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

法
テ
ラ
ス
八
雲
通
信

自
動
車
保
険
の
お
話

〜
自
賠
責
保
険
・
任
意
保
険
・
人
身
傷
害
保
険
〜

vol.
128

八雲警察署からお知らせ

【問い合わせ先】函館方面八雲警察署　 10137－64－2110

冬道における交通事故の防止Y
ストップ・ザ・交通事故
～めざせ 安全で安心な北海道～

　政府では、毎年2月1日から3月18日までの間を「サイバーセキュリティ月間」としており、北海道警察にお
いても、同期間中、サイバーセキュリティに関する広報啓発活動を集中的に推進しています。

サイバーセキュリティに関する普及啓発強化

法
テ
ラ
ス
八
雲
法
律
事
務
所　
弁
護
士　
塚
本　
　
恒（
函
館
弁
護
士
会
所
属
）

〇スピードダウンと慎重な運転を
〇「急」のつく運転操作は危険
〇交差点の死角に注意

17　Yakumo Public Relations Vol.209



　無料ロープトウがありファミリーで楽しめるスキー場
です！お帰りの際にはちょっと寄り道「長万部温泉郷」で
ゆったりおくつろぎください！
【リフト（ロープトウ）運行時間】
　火～金曜日　　　　…　午後５時～午後９時
　土・日曜日、祝日　…　午前９時～午後９時
　※月曜日は運休しますので、ご了承ください。
【温泉日帰り入浴料金】約500円
【お問い合わせ先】
　長万部町教育委員会　☎01377－2－2748

長万部

INFORMATION  YAKUMO
ネットワーク

長万部町営スキー場
オープン

　宿泊代金が割引される「せたな割」がまもなく終了しま
す。この機会にせたなに泊ってみませんか。
●宿泊料割引（１人１泊料金、５連泊まで対象）
　・14,000円～15,999円→13,000円引
　・16,000円～17,999円→14,000円引
　・18,000円～19,999円→15,500円引
　・10,000円～14,999円→17,000円引
　・15,000円～19,999円→10,000円引
　・20,000円以上　　　　→13,500円引
　詳しくは、せたな観光協会ホームページでご確認くだ
さい。http://setanavi.jp/

せたな
北檜山区 令和５年３月１日チェックアウト分まで

「せたな割（せたな町宿泊割引）」終了間近Y

広報やくも広告募集中
①たて１０.０cm×よこ１７.０cm 
　………………… 月額（町内業者）20,950円
②たて１５.０cm×よこ１７.０cm
　………………… 月額（町内業者）10,470円
③たて１５.０cm×よこ１８.５cm
　………………… 月額（町内業者）5,230円
④たて１５.０cm×よこ１２.０cm
　………………… 月額（町内業者）1,570円
詳しくは、政策推進課協働推進係まで

　ピリカスキー場では2022-23シーズン券を販売して
います。また、２月のナイター営業は毎週火・木・土と
なっています！
【シーズン券価格】
●大　人　27,000円　　●高校生　22,000円
●中学生　20,000円　　●小学生　17,000円
●シニア(55歳以上)　　22,000円
●超シニア(70歳以上)　20,000円
※通常料金、ファミリーシーズン券についてはお問合せ
ください。

・スキー場クローズ予定日　3月26日（日）
【問い合わせ先】
　クアプラザピリカ　☎0137－83－7111

今　金 ピリカスキー場
2022-23シーズンの
シーズン券販売中Y

シーズン券を持っていると、スキー場営業期間中ピリカ
温泉入浴料が「半額」！！
中学生以上⇒275円　小学生⇒100円

　

北
海
道
を
代
表
す
る
画
家
・
坂

本
直
行
。
自
然
を
愛
し
数
々
の
山

を
歩
い
た
彼
の
目
に
は
、
ど
の
よ

う
な
景
色
が
映
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
手
記
と
と
も
に
、
山

の
絵
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

【
場
所
】
木
彫
り
熊
資
料
館

2
階
小
展
示
室

【
期
間
】
2
月
28
日（
火
）〜

5
月
7
日（
日
）

　

午
前
9
時
〜
午
後
4
時
30
分

※
毎
週
月
曜
日
は
休
館

【
入
場
料
】
無
料

※
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状

況
に
よ
り
、
事
業
の
内
容
を
変

更
ま
た
は
中
止
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
八
雲
町
郷
土
資
料
館

　
☎
0
1
3
7
│
63
│
3
1
3
1

第　
回

や
く
も
ゆ
め
議
会
が

　
　
　
開
催
さ
れ
ま
す

25
　

八
雲
町
内
の
小
学
生
が
議
員
と

な
っ
て
、
八
雲
町
の
未
来
に
つ
い

て
、
夢
や
希
望
、
ア
イ
デ
ィ
ア
や

期
待
す
る
取
組
な
ど
を
、
自
ら
の

言
葉
で
質
問
し
ま
す
。

【
日
時
】
3
月
2
日（
木
）

午
後
1
時
50
分
〜

【
会
場
】

　

八
雲
町
役
場　

議
会
議
場

【
主
催
】

　

八
雲
町
青
少
年
健
全
育
成
推
進

協
議
会
・
八
雲
町
教
育
委
員
会

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
社
会
教
育
課
社
会
教
育
係

（
公
民
館
内
）

　
☎
0
1
3
7
│
63
│
3
1
3
1

郷
土
資
料
館
企
画
展
の
お
知
ら
せ

収
蔵
美
術
展

「
坂
本
直
行
展

　
│
ち
ょ
っ
こ
う
さ
ん
が

　
　
　
　
　

 

見
た
景
色
│
」
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ふるさと納税の状況
12月末現在（累計令和4年4月～令和4年12月）

寄附件数 86,918件
寄附金額 1,718,363,803円

〈
広
告
〉

　日本は世界第３位の豊富な地熱資源量を持っており、地熱発電のポテンシャルが非常に高い国です。
　地熱発電は、CO2排出量がほぼゼロで、持続的に発電が可能な再生可能エネルギーであります。ま
た、天候に左右されず安定的に発電できる「ベースロード電源」であり、発電に使用した熱水をハウ
ス栽培などに二次利用できるといった特徴もあります。
　しかし、実際に導入されている発電設備容量は、現在約60万kWにとどまっており、資源量に対す
る割合からすると、世界的に見ても少ないといえます。
　その理由は、地熱が目に見えない地下資源であり、開発にかかるリスクやコストが高いこと、また
地熱資源が北海道や東北、九州など火山地帯にかたよって存在しており、適した地域が限られている
といった自然的な条件が挙げられます。加えて、地熱を利用することで温泉資源への影響を心配する
地元の声があること、また、関連する法令の規制などにより、開発に必要な許認可手続きの対応が求
められるケースがあるなど、社会的な面での課題もあります。
　しかし、2050年カーボンニュートラル達成という大きな目標を実現するために、地熱発電のポテン
シャルをもっと活かしていく必要があると判断した政府は、2030年には148万kW、つまり現在の２
倍以上の導入目標を定め、積極的に導入拡大をはかることを決定しました。次回からは、そのために
乗り越えるべき課題や、今後の方針等についてご説明します。

※１　地熱資源量は、JICA作成資料（平成22年）及び産業総合技術研究所作成資料（平成20年）等より抜粋して作成
※２　地熱発電設備容量は、BP「Statistical Review of World Energy 2018」等より抜粋

～地熱発電～

【問い合わせ先】八雲町カーボンニュートラル推進協議会　☎0137－62－2116

第9回 再生可能エネルギーについて

主要国における地熱資源量および
地熱発電設備容量※1※2地熱発電の仕組み
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お
知
ら
せ

〇
八
雲
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

　

図
書
購
入
費　
　
　
　

10
万
円

○
八
雲
総
合
病
院　

　

2
月
11
日
、12
日
、19
日
、23
日
、

　
　
　

26
日

　

3
月
5
日
、12
日
、19
日

　

1
0
1
3
7
│
63
│
2
1
8
5

【
日
時
】

　

2
月
10
日（
金
）、
24
日（
金
）

　

午
後
1
時
〜
4
時（
相
談
30
分
）

※
予
約
制
・
先
着
順

　

当
日
の
午
後
3
時
ま
で
に
新
た

な
受
付
が
な
い
場
合
は
終
了
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
会
場
】
は
ぴ
あ
八
雲

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
函
館
弁
護
士
会

　
☎
0
1
3
8
│
41
│
0
2
3
2

◎
八
雲
総
合
病
院
か
ら
の

お
知
ら
せ

　

八
雲
総
合
病
院
で
は
、
次
の
と

お
り
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

　

次
の
場
所
に
備
え
付
け
の
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
必
要

と
な
る
添
付
書
類
を
添
え
て
写
真

を
貼
り
、
八
雲
総
合
病
院
庶
務
課

INFORMATION
情報
くらしの

町
の
花

ひ
ま
わ
り

町
へ
の
寄
附

日
曜
・
休
日
当
番
医

函
館
弁
護
士
会
に
よ
る

無
料
法
律
相
談

相　
　
談

庶
務
係
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
申
込
書
上
部
の「
八
雲

町
職
員（　

）採
用
申
込
書
」の

（　

）内
に
職
種
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

■
共
通
事
項

【
申
込
書
取
得
場
所
】

　

総
合
病
院
庶
務
課
庶
務
係
、
役

場
総
務
課
人
事
厚
生
係
、
熊
石
総

合
支
所
、
落
部
支
所
、
相
沼
泊
川

出
張
所
、
函
館
公
共
職
業
安
定
所

八
雲
出
張
所

※
申
込
書
は
、
町
H
P
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
応
募
資
格
】

　

職
種
毎
に
記
載
の
と
お
り
。
た

だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
は
受
験
資
格
が
あ
り
ま
せ

ん
。

・
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方

・
地
方
公
務
員
法
第
16
条
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

【
勤
務
場
所
】

　

八
雲
総
合
病
院

【
採
用
予
定
日
】
随
時

【
待
遇
】

・
八
雲
町
一
般
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
お
よ
び
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
暇
に
関
す
る
条
例
に

よ
る
。

【
試
験
内
容
】

　

書
類
選
考
、
面
接
試
験

【
試
験
予
定
日
】

　

書
類
選
考
の
う
え
、
別
途
通
知

し
ま
す
。 

 

【
受
付
期
間
】

　

採
用
決
定
ま
で
随
時

【
受
付
時
間
】

　

午
前
8
時
30
分
〜

　

午
後
5
時
15
分（
平
日
の
み
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
八
雲
総
合
病
院
庶
務
課
庶
務
係

　
☎
0
1
3
7
│
63
│
2
1
8
5

《
看
護
師
》

【
募
集
人
員
】
若
干
名

【
応
募
資
格
】

　

看
護
師
免
許
を
取
得
さ
れ
て
い

る
方

【
添
付
書
類
】

　

看
護
師
免
許
証
の
写
し

《
薬
剤
師
》

【
募
集
人
員
】
1
名

【
応
募
資
格
】

　

薬
剤
師
免
許
を
取
得
さ
れ
て
い

る
方

【
添
付
書
類
】

　

薬
剤
師
免
許
証
の
写
し

《
臨
床
心
理
士
》

【
募
集
人
員
】
1
名

【
応
募
資
格
】

　

公
益
財
団
法
人
臨
床
心
理
士
資

格
認
定
協
会
が
資
格
認
定
し
た
臨

床
心
理
士
資
格
認
定
書
を
取
得
し

て
い
る
方
で
、
町
内
か
ら
通
勤
可

能
な
方
。

【
試
験
内
容
】 
 

　

書
類
選
考
、
筆
記
試
験
、

　

面
接
試
験 

 

 

【
添
付
書
類
】

　

臨
床
心
理
士
資
格
認
定
証
の
写

し【
受
付
期
限
】
2
月
10
日（
金
）

《
精
神
保
健
福
祉
士
》

【
募
集
人
員
】
1
名 

  

【
採
用
予
定
日
】
4
月
1
日

【
応
募
資
格
】

　

精
神
保
健
福
祉
士
資
格
を
有
す

る
方
ま
た
は
令
和
5
年
3
月
31
日

資
格
取
得
見
込
で
、
八
雲
町
内
か

ら
通
勤
可
能
な
方
。

【
添
付
書
類
】

〇
精
神
保
健
福
祉
士
免
許
を
取
得

さ
れ
て
い
る
方

・
精
神
福
祉
士
免
許（
写
） 

〇
令
和
5
年
3
月
卒
業
見
込
免
許

取
得
見
込
み
の
方

・
卒
業（
見
込
）証
明
書

・
成
績
証
明
書   

【
受
付
期
間
】
2
月
10
日（
金
）

【
試
験
予
定
日
】

　

面
接
試
験
期
日
は
別
途
通
知
し

ま
す
。

募　
　
集

職
員
を
募
集
し
ま
す
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◎
八
雲
総
合
病
院
か
ら
の

お
知
ら
せ

　

八
雲
総
合
病
院
で
は
、
次
の
と

お
り
会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

し
ま
す
。
次
の
場
所
に
備
え
付
け

の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
添
付
書
類
を
添
え
て
写
真
を

貼
り
、
八
雲
総
合
病
院
庶
務
課
庶

務
係
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
込
書
取
得
場
所
】

　

総
合
病
院
庶
務
課
庶
務
係
、
役

場
総
務
課
人
事
厚
生
係
、
熊
石
総

合
支
所
、
落
部
支
所
、
相
沼
泊
川

出
張
所
、
函
館
公
共
職
業
安
定
所

八
雲
出
張
所

※
申
込
書
は
、
町
H
P
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
共
通
事
項

【
勤
務
場
所
】
八
雲
総
合
病
院

【
採
用
予
定
日
】

　

採
用
決
定
ま
で
随
時

【
採
用
方
法
】

　

書
類
選
考
・
面
接
試
験　

【
保
険
等
】

　

健
康
保
険（
共
済
期
限
）、
厚
生

年
金
保
険
、
雇
用
保
険
、
労
災
保

険
に
加
入

【
受
付
期
限
】

　

採
用
決
定
ま
で
随
時

【
受
付
時
間
】

　

午
前
8
時
30
分
〜

午
後
5
時（
平
日
の
み
）

【
試
験
予
定
日
】

　

書
類
選
考
の
う
え
、
別
途
通
知

し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
八
雲
総
合
病
院
庶
務
課
庶
務
係

　
☎
0
1
3
7
│
63
│
2
1
8
5

《
医
事
課
一
般
事
務
員
》

【
募
集
人
員
】
3
名 

【
応
募
資
格
】

　

八
雲
町
内
か
ら
通
勤
可
能
で
、

パ
ソ
コ
ン
の
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル

の
基
本
操
作
が
で
き
る
方 

【
業
務
内
容
】

　

一
般
事
務
員（
外
来
受
付
等
に

お
け
る
医
療
業
務
事
務
）

【
勤
務
日
】
月
〜
金
曜
日

【
勤
務
時
間
】

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

【
報
酬
】
日
額
6
，9
0
0
円

【
手
当
】
年
間
95
日
分

　
　
　
　
　
　

（
初
年
度
減
額
）

《
庶
務
課
一
般
事
務
員
》

【
募
集
人
員
】
1
名 

【
応
募
資
格
】

　

八
雲
町
内
か
ら
通
勤
可
能
で
、

パ
ソ
コ
ン
の
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル

の
基
本
操
作
が
で
き
る
方 

【
業
務
内
容
】

　

一
般
事
務
員（
電
話
対
応
、
書

類
作
成
、
伝
票
整
理
、
物
品
の
在

庫
管
理
等
）

【
勤
務
日
】
月
〜
金
曜
日

【
勤
務
時
間
】

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

【
報
酬
】
日
額
6
，9
0
0
円

【
手
当
】
年
間
95
日
分

（
初
年
度
減
額
）

《
栄
養
管
理
室
一
般
事
務
員
》

【
募
集
人
員
】
1
名 

【
応
募
資
格
】

　

八
雲
町
内
か
ら
通
勤
可
能
で
、

パ
ソ
コ
ン
の
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル

の
基
本
操
作
が
で
き
る
方 

【
業
務
内
容
】

　

一
般
事
務
員（
材
料
の
発
注
、

検
収
、
納
品
、
請
求
、
在
庫
管
理

他
、
必
要
書
類
作
成
、
管
理
）

【
勤
務
日
】
月
〜
金
曜
日

【
勤
務
時
間
】

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

【
報
酬
】
日
額
6
，9
0
0
円

【
手
当
】
年
間
95
日
分

（
初
年
度
減
額
）

《
事
務
作
業
補
助
者
》

【
募
集
人
員
】
2
名

【
応
募
資
格
】

　

八
雲
町
内
か
ら
通
勤
可
能
で
、

パ
ソ
コ
ン
の
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル

の
基
本
操
作
が
で
き
る
方

【
業
務
内
容
】

　

外
来
診
療
に
お
け
る
事
務
的
業

務【
勤
務
日
】
月
〜
金
曜
日

【
勤
務
時
間
】

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

【
報
酬
】
日
額
6
，9
0
0
円

【
手
当
】
年
間
95
日
分

（
初
年
度
減
額
）

《
看
護
補
助
員
》

【
募
集
人
員
】
若
干
名

【
応
募
資
格
】

　

八
雲
町
内
か
ら
通
勤
可
能
な
方

【
業
務
内
容
】

・
入
院
患
者
の
介
助

（
入
浴
・
食
事
等
）

・
ベ
ッ
ド
、
シ
ー
ツ
交
換

・
そ
の
他
右
記
に
付
随
す
る
業
務

　

等
【
勤
務
時
間
】

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

（
4
週
8
休
シ
フ
ト
制
、
早
出
・

　

遅
出
、
土
日
祝
日
勤
務
有
）

【
試
験
内
容
】

　

書
類
選
考
、
面
接
試
験
、
筆
記

試
験

【
報
酬
】
日
額
6
，9
0
0
円

【
手
当
】
年
間
95
日
分

（
初
年
度
減
額
）

《
看
護
補
助
員（
時
間
給
）》

【
募
集
人
員
】
若
干
名

【
応
募
資
格
】

　

八
雲
町
内
か
ら
通
勤
可
能
な
方

【
勤
務
時
間
】

　

勤
務
可
能
な
時
間
を
相
談
可

【
業
務
内
容
】

・
入
院
患
者
の
介
助

（
入
浴
・
食
事
等
）

・
ベ
ッ
ド
、
シ
ー
ツ
交
換

・
そ
の
他
上
記
に
付
随
す
る
業
務

　

等
【
試
験
内
容
】 
 

　

書
類
選
考
、
面
接
試
験
、
筆
記

試
験

【
時
間
給
】
9
2
0
円

【
そ
の
他
】

　

労
災
保
険
加
入
、
交
通
費
支
給

（
距
離
に
応
じ
て
） 

 

《
調
理
員
》

【
募
集
人
員
】
1
名 

【
勤
務
時
間
】

　

午
前
9
時
〜
午
後
5
時
30
分

（
4
週
8
休
シ
フ
ト
制
、
早
出
・

　

遅
出
、
土
日
祝
日
勤
務
有
）

【
業
務
内
容
】

　

入
院
患
者
の
給
食
業
務

【
報
酬
】
日
額
6
，9
3
0
円

【
手
当
】
年
間
95
日
分

（
初
年
度
減
額
）

《
病
棟
ク
ラ
ー
ク
》

【
募
集
人
員
】
2
名 

【
勤
務
時
間
】

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

（
週
休
二
日
制
）

【
業
務
内
容
】

　

病
棟
に
お
け
る
事
務
手
続
き
そ

の
他
付
随
す
る
業
務
等

【
報
酬
】
日
額
6
，9
0
0
円

【
手
当
】
年
間
95
日
分

（
初
年
度
減
額
）

会
計
年
度
任
用
職
員
を

　
　
　
　
　
募
集
し
ま
す
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◎
熊
石
国
保
病
院
か
ら
の

お
知
ら
せ

　

熊
石
国
保
病
院
で
は
、
次
の
と

お
り
会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

し
ま
す
。

　

次
の
場
所
に
備
え
付
け
の
申
込

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
写
真

を
貼
り
、
添
付
書
類
を
添
え
て
熊

石
国
保
病
院
庶
務
係
ま
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
申
込
書
上
部
の「
八
雲

町
職
員（　

）採
用
申
込
書
」の

（　

）内
に
職
種
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

【
申
込
書
取
得
場
所
】

　

熊
石
国
保
病
院
庶
務
係
、
総
務

課
人
事
厚
生
係
、熊
石
総
合
支
所
、

落
部
支
所
、相
沼
泊
川
出
張
所
、

ま
た
は
函
館
公
共
職
業
安
定
所
八

雲
出
張
所
お
よ
び
江
差
出
張
所

※
申
込
書
は
、
町
Ｈ
Ｐ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
共
通
事
項

【
勤
務
場
所
】

　

八
雲
町
熊
石
国
民
健
康
保
険
病

院【
採
用
予
定
日
・
申
込
期
限
】

　

採
用
決
定
ま
で
随
時

【
採
用
方
法
】

　

書
類
選
考
・
面
接
試
験

【
保
険
等
】

　

健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
、

雇
用
保
険
、
労
災
保
険
に
加
入

【
試
験
予
定
日
】

　

書
類
選
考
の
う
え
、
別
途
通
知

し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
熊
石
国
保
病
院
庶
務
係

　
☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
5
5
5

《
薬
局
助
手
》

【
募
集
人
員
】
1
名

【
応
募
資
格
】

　

徒
歩
、
自
家
用
車
等
で
通
勤
可

能
で
あ
り
、
パ
ソ
コ
ン
の
ワ
ー

ド
・
エ
ク
セ
ル
の
基
本
操
作
が
で

き
る
方

【
業
務
内
容
】

　

薬
局
内
に
お
け
る
事
務
的
作
業

お
よ
び
薬
剤
師
の
補
助
業
務

【
勤
務
日
】
月
〜
金
曜
日

【
勤
務
時
間
】　
　

　

午
前
8
時
15
分
〜午

後
4
時
45
分

【
報
酬
】
日
額
6
，9
9
0
円

【
手
当
】
年
間
95
日
分

（
初
年
度
減
額
）

《
医
療
事
務
員
》

【
募
集
人
員
】
1
名

【
応
募
資
格
】

　

徒
歩
、
自
家
用
車
等
で
通
勤
可

能
で
あ
り
、
パ
ソ
コ
ン
の
ワ
ー

ド
・
エ
ク
セ
ル
の
基
本
操
作
が
で

き
る
方

【
業
務
内
容
】

　

院
内
窓
口
の
受
付
、
レ
セ
プ
ト

請
求
事
務

【
勤
務
日
】
月
〜
金
曜
日

【
勤
務
時
間
】　
　

　

午
前
8
時
15
分
〜午

後
4
時
45
分

【
報
酬
】
日
額
6
，9
9
0
円

【
手
当
】
年
間
95
日
分

（
初
年
度
減
額
）

《
公
務
補
》

【
募
集
人
員
】
1
名

【
応
募
資
格
】

　

徒
歩
、
自
家
用
車
等
で
通
勤
可

能
な
方

【
業
務
内
容
】

　

病
院
お
よ
び
看
護
師
宿
舎
の
管

理
清
掃
業
務

【
勤
務
時
間
】　
　

　

午
前
7
時
30
分
〜午

後
4
時
30
分

　

4
週
8
休
シ
フ
ト
制
、
土
日
祝

日
勤
務
有

【
報
酬
】
日
額
6
，9
0
0
円

【
手
当
】
年
間
95
日
分

（
初
年
度
減
額
）

　

八
雲
地
域
に
て
2
月
1
日
か
ら

2
月
28
日
の
間
、
公
共
交
通
の
実

証
運
行
を
行
っ
て
い
ま
す
。
各
地

域
を
日
替
わ
り
運
行
し
、
路
線
上

で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
乗
り
降
り
で

き
ま
す（
※
一
部
エ
リ
ア
を
除

く
）。
詳
し
く
は
町
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
八
雲
地
域
は
広
報
1

月
号
に
て
チ
ラ
シ
を
配
布
し
て
い

ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
実
施
期
間
】

　

2
月
1
日
〜
28
日
ま
で

【
利
用
方
法
】
事
前
予
約
制

【
運
賃（
片
道
）】

　

中
学
生
以
上
5
0
0
円

　

小
学
生　
　

2
5
0
円

　

小
学
生
未
満
無
料

【
運
行
地
域
】 

①
栄
浜
・
落
部
方
面

　

（
2
月
1
日
、
6
日
、
11
日
、

　
　
　
　

16
日
、
21
日
）

②
黒
岩
方
面

　

（
2
月
2
日
、
7
日
、
12
日
、

　
　
　
　

17
日
、
22
日
）

③
山
崎
・
立
岩
方
面

　

（
2
月
3
日
、
8
日
、
13
日
、

　
　
　
　

18
日
、
23
日
、
26
日
）

④
立
岩
・
大
新
・
熱
田
方
面

　

（
2
月
4
日
、
9
日
、
14
日
、

　
　
　
　

19
日
、
24
日
、
27
日
）

⑤
東
野
・
わ
ら
び
野
・
野
田
生
方
面

　

（
2
月
5
日
、
10
日
、
15
日
、

　
　
　
　

20
日
、
25
日
、
28
日
）

【
運
行
車
両
】

　

エ
ス
ジ
ー
ハ
イ
ヤ
ー
㈱
の
タ
ク

シ
ー
車
両
2
台（
定
員
8
名
ま
で
）

【
予
約
先
】

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
3
8
1
6

　

㈱
星
五
産
業

（
エ
ス
ジ
ー
ハ
イ
ヤ
ー
㈱
）

　

平
日　

午
前
9
時
〜

　
　
　
　

午
後
5
時
ま
で

※
予
約
は
乗
車
日
前
日
ま
で

　

毎
週
月
曜
・
24
日（
金
）の
乗
車

予
約
の
み
２
日
前
ま
で

【
事
業
に
関
す
る
問
合
せ
】

　
政
策
推
進
課
企
画
係　

　
☎
0
1
3
7
│
62
│
2
3
0
0

公
共
交
通
の
実
証
運
行

（
事
前
予
約
制
）が

　
　
始
ま
っ
て
い
ま
す
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〈
広
告
〉・365日　24時間対応

・各宗派の葬儀のご相談のほか法要・仏壇・仏具
　墓石等に関することもお気軽にご相談ください。
（新型コロナウイルス感染防止対策実施中）

二海郡八雲町東町247－1
☎0137－64－2855

故人への想いを
　　　　　伝えるお手伝い

あおいセレモニー

◆問い合わせ先　　請求手続きや届け出など　ねんきんダイヤル 10570－05－1165

　　函館年金事務所　・加入手続きや納入相談など（国民年金課）
　　　　　　　　　　・障害年金の請求手続きなど（お客様相談室）

　　役場窓口　　　　　住民生活課社会係（窓口６番） 10137－62－2112
　　　　　　　　　　　熊石総合支所住民サービス課 101398－2－3111

番号のかけ間違いにご注意ください

詳しくは、お近くの「年金事務所」へおたずねください

10138－82－8002
※アナウンスに従いおかけください。

みんなの年金ガイド
令和4年分公的年金等の
源泉徴収票の発送について

知って
おきた

い

年金相談は完全予約制です。ご希望の方は、住民生活課社会係までご連絡願います。

【公的年金等の源泉徴収票とは】
・令和４年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとられた皆
さまに、令和４年分として支払われた金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする『令和４年
分公的年金等の源泉徴収票』を日本年金機構からお送りしています。
　『公的年金等の源泉徴収票』は、所得税および復興特別所得税の確定申告の際の添付書類として必
要となります。

【源泉徴収票の再交付の受付】
・源泉徴収票の再交付の受付は、 ねんきんダイヤルで令和５年１月より承っています。
・ねんきんダイヤル　☎0570－05－1165
・再交付の申請の場合は、ご本人の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所と電話をおかけになった方
の氏名、ご本人との続柄、電話番号の確認があります。
　なお、源泉徴収票は、日本年金機構に登録されているご本人の住所宛へ郵送されます。
　また、電話による再交付の場合は、発送まで２週間程度かかりますので、お急ぎの方は、お近くの
年金事務所または年金相談センターでご相談ください。

今月の年金相談
2月16日（木）

10:30～12:00
13:00～15:00

第3会議室

完全予約制
次回は3月9日（木）です。

広報   2月号　24



公
民
館

み
ん
な
の

◆申込・問い合わせ先　社会教育課（八雲町公民館内）　10137─63─3131

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に
よ
り

　
事
業
内
容
を
変
更
・
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　毎月第2、第4木曜日はIT町民サポートセンターの日です。町民のパソコンのトラブルやお悩みに無料で相
談に応じます。パソコンの持ち込みや電話での相談も受け付けますのでお気軽にご利用ください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、来場の際はマスクの着用をお願いします。

ＩＴ町民サポートセンター

八雲町公民館２階　パソコン室　10137－６３－３１３１（内線３０４）
はぴあ八雲１階　情報交流室　10137－６８－２２２８（内線１２）

午後7時～8時

時　間　帯内容
および
日程

会場・電話番号日　　程
2月9日（木）
2月22日（水）

◎
第　

回
八
雲
町
青
年
問
題

研
究
集
会

　
職
業
や
年
代
の
異
な
る
様
々
な
人
と
交
流

し
な
が
ら
、
自
分
の
生
活
や
活
動
な
ど
に
つ

い
て
振
り
返
り
、
こ
れ
か
ら
の
自
分
自
身
の

こ
と
、
ま
ち
の
こ
と
を
一
緒
に
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
？

【
日
時
・
内
容
】

・
2
月
24
日（
金
）
午
後
7
時
〜
9
時

　
記
念
講
演「
身
近
な
経
済
か
ら
学
ぶ
、
物

価
高
と
こ
れ
か
ら
の
生
活
」

　
講
師　
堀　
浩
司 

氏（
経
済
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
・
元
阪
南
大
学
常
任
理
事
）

・
2
月
25
日（
土
）
午
前
9
時
30
分
〜午後

4
時

　
分
科
会

　
①
ひ
と　
②
ま
ち　
③
し
ご
と

※
ど
ち
ら
か
の
日
程
の
み
の
参
加
も
可
能
で

す
。

【
会
場
】
八
雲
町
公
民
館

【
参
加
費
】
無
料
、
希
望
者
の
み
2
日
目
の

昼
食
代
と
し
て
5
0
0
円

【
参
加
対
象
】
青
年
お
よ
び
青
年
の
生
き
方

に
関
心
の
あ
る
方

【
申
込
期
限
】
2
月
22
日（
水
）

【
主
催
】
八
雲
町
教
育
委
員
会

【
主
管
】

　
八
雲
町
青
年
問
題
研
究
集
会
実
行
委
員
会

◎
お
ひ
な
様
を
展
示
し
ま
す

　
や
く
も
レ
デ
ィ
ー
ス
ネ
ッ
ト
で
は
、
全
国

各
地
の
お
ひ
な
様
や
手
作
り
の
お
ひ
な
様
を

展
示
し
ま
す
。
2
月
26
日（
日
）に
は
お
楽
し

み
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
家
族
や

お
友
だ
ち
と
一
緒
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
八
雲
町
郷
土
資
料
館
で
所
蔵
し
て

い
る
明
治
期
か
ら
昭
和
期
の
ひ
な
人
形
も
展

示
し
て
い
ま
す
の
で
、
ひ
な
祭
り
の
歴
史
や

伝
統
を
ご
見
学
く
だ
さ
い
。

【
期
間
】
2
月
13
日（
月
）〜
3
月
3
日（
金
）

午
前
10
時
〜
午
後
3
時
30
分

※
2
月
26
日（
日
）
午
後
3
時
ま
で
甘
酒
の

提
供
、
折
り
紙
、
記
念
写
真
コ
ー
ナ
ー

【
会
場
】

　
梅
雲
亭（
八
雲
町
末
広
町
1
5
1
番
地
）

※
ひ
な
人
形
の
展
示
期
間
は
、
特
別
に
開
館

し
ま
す（
無
休
）。

※
ご
自
宅
に
あ
る
お
ひ
な
様
や
手
作
り
の
お

ひ
な
様
を
飾
っ
て
く
だ
さ
る
方
も
大
募
集

し
て
い
ま
す
。

【
主
催
】

　
や
く
も
レ
デ
ィ
ー
ス
ネ
ッ
ト

　
八
雲
町
郷
土
資
料
館

◎
八
雲
町
文
化
団
体
連
合
会

　
「
特
別
事
業
」を
開
催
し
ま
す

　
歌
手
加
藤
登
紀
子
さ
ん
の
次
女
、Yae

さ

ん
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
す
。

　
稀
有
な
深
さ
の
あ
る
歌
声
を
も
つYae

さ

ん
は
、
千
葉
県
で
農
業
を
し
な
が
ら
シ
ン

ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
を
続
け
、
ラ
ジ
オ
の

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
や
全
国
で
の
ラ
イ
ブ
等

幅
広
い
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
サ
ポ
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
ギ
タ
リ
ス
ト

越
田
太
郎
丸
さ
ん
は
ボ
サ
ノ
バ
を
基
調
に

ジ
ャ
ズ
ま
で
こ
な
し
、ピ
ア
ニ
ス
ト
のken

さ

ん
と
と
も
に
素
晴
ら
し
い
音
色
を
奏
で
ま
す
。

　

Yae

コ
ン
サ
ー
ト「
土
の
上
に
生
き
る
」

　
サ
ポ
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン

　
ギ
タ
ー
：
越
田
太
郎
丸　
ピ
ア
ノ
：ken

【
日
時
】
3
月
18
日（
土
）

　
午
後
2
時
開
演（
午
後
1
時
30
分
開
場
）

【
会
場
】
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ

【
入
場
料
】

　
無
料（
入
場
整
理
券
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

2
月
15
日（
水
）か
ら
公
民
館
・
落
部
支

所
・
熊
石
総
合
支
所
で
配
付
し
ま
す
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
八
雲
町
文
化
団
体
連
合
会（
公
民
館
内
）

　
☎
0
1
3
7
│
63
│
3
1
3
1

39
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スポーツをしようY ス
ポ
ー
ツ
だ
よ
り

【各事業の申し込みは総合体育館まで】
■八雲町総合体育館　1０１３７－６２－２１４１
　【開館時間】　午前 ９時30分～午後９時
　　　※日曜日・祝日は午後５時まで
　【休 館 日】　月曜日、年末年始
　　　※月曜日が祝祭日の場合は、祝祭日
　　　　明けの平日が休館日となります。
■熊石教育事務所　　101398－2－3111

《
総
合
体
育
館
》

◎
イ
ン
ド
ア
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

　
大
会

【
日
時
】

　
2
月
19
日（
日
）
午
前
9
時
〜

◎
ミ
ニ
バ
レ
ー
交
流
大
会

【
日
時
】

　
2
月
26
日（
日
）
午
後
1
時
〜

　

2
月
10
日（
金
）よ
り
、
次
の
と

お
り
温
水
プ
ー
ル
の
営
業
を
再
開

し
ま
す
。

【
営
業
日
】

・
毎
週　

水
、
木
、
金
曜
日

　

午
後
2
時
〜
8
時
30
分

（
午
後
5
時
〜
6
時
は
休
館
）

・
毎
週　

土
曜
日

　

午
後
2
時
〜
5
時

【
休
館
日
】

・
毎
週
日
、
月
、
火
曜
日

☆
ス
ポ
ー
ツ
行
事
の
予
定

☆
温
水
プ
ー
ル
の
営
業

　
　
　
　
　
再
開
に
つ
い
て

☆
町
営
ス
キ
ー
場
の

　
　
　
営
業
時
間
に
つ
い
て

　

3
月
1
日（
水
）よ
り
、
次
の
と

お
り
町
営
ス
キ
ー
場
の
営
業
時
間

が
変
更
と
な
り
ま
す
。

【
営
業
時
間
】

・
3
月
1
日（
水
）〜
3
日（
金
）

午
後
4
時
〜
9
時

・
3
月
4
日（
土
）〜
5
日（
日
）

午
前
9
時
〜
午
後
8
時

【
そ
の
他
】

　

リ
フ
ト
の
最
終
乗
車
は
、
営
業

終
了
の
20
分
前
ま
で
で
す
。

【
注
意
事
項
】

　

積
雪
状
況
に
よ
り
、
営
業
期
間

が
変
更
と
な
る
場
合
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
の

で
、
ご
確
認
願
い
ま
す
。

てと間時時業間ムの

道路への雪出しは危険ですY
　道路への雪出しは、路面のでこぼこや道幅を狭くする原因になりま
す。ハンドルがとられて事故の原因につながるなど、非常に危険な道
路になります。また、道路交通法違反になる場合がありますので、道
路への雪出しはやめましょう！
【雪捨て場所】 
・各家庭、事業所の雪は自らの敷地内で処理するか町指定雪捨て場所
に運んでください。

・町指定雪捨て場所は、八雲地域は栄町（自衛隊官舎前通り丁字路角）
と落部川河川敷（落部橋から山側）、熊石地域は熊石鮎川町（サーモン
種苗生産施設手前）と熊石相沼町（相沼内川河川敷）の計４ヶ所です
（捨てられた雪の中にゴミなどが混入している例がありますので、そ
のようなことがないようにしてください）。

問い合わせ先 ・建設課車輌係　　　　　　☎0137－62－2115
・熊石総合支所地域振興課　☎01398－2－3111

　道路交通法第76条
では、道路における交
通の危険や妨害となる
おそれがある行為が禁
止されており、道路交
通法施行細則第19条
にその禁止行為として
「道路に雪をま
き、又は捨て
ること」と規定
されています。

道路への
雪出しは
法律で禁止
されています

除雪に関するお願いご注意
ください
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